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２

関
係
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
行
う
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
都
道
府
県
か
ら
求
め
が
あ
つ
た

場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議
の
場
に
お
い
て
関
係
者
間
の
協
議
が
調
つ
た

事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
の
開
設
若
し
く
は
病
院
の
病
床
数
の

増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
又
は
診
療
所
の
病
床
の
設
置
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は

病
床
の
種
別
の
変
更
に
関
し
て
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
地
域
医
療
構
想
の
達
成
の
推
進
の
た
め
、
協
議
の

場
に
お
け
る
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
四
第
二
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

基
準
に
従
い
定
め
る
区
域
（
以
下
「
構
想
区
域
」
と
い
う
。）に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
将
来
の
医
療

提
供
体
制
に
関
す
る
構
想
（
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。）に
関
す
る
事
項

イ

構
想
区
域
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
（
以
下
単
に
「
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
」

と
い
う
。）

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
構
想
区
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

八

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項

第
三
十
条
の
四
第
十
三
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
及
び
市
町
村
」
を
「
、
市
町
村
」
に
改

め
、「
処
理
す
る
」
の
下
に
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
」を
、

「
含
む
。）」
の
下
に
「
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
五
十

七
条
の
二
第
一
項
の
保
険
者
協
議
会
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と

し
、
第
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
五
項
」に
、

「
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

10

都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
四
第
七
項
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
、「
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
項
第
十
四
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
二
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十

三
号
」
に
、「
同
項
第
十
二
号
」
を
「
同
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
の
内
容
並
び
に
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
そ
の
他
の
医
療
の
需
要
の
動
向
並
び
に
医
療
従
事
者
及

び
医
療
提
供
施
設
の
配
置
の
状
況
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
五
中
「
医
療
保
険
者
」
の
下
に「（
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
保
険
者
」と
い
う
。）」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
二
十
一
中
「
第
三
十
条
の
十
七
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
各
号
」
に
、「
第
三

十
条
の
十
八
」
を
「
第
三
十
条
の
二
十
四
」
に
改
め
、
第
五
章
第
四
節
中
同
条
を
第
三
十
条
の
二
十
七
と
し
、
第
三

十
条
の
二
十
を
第
三
十
条
の
二
十
六
と
し
、
第
三
十
条
の
十
三
か
ら
第
三
十
条
の
十
九
ま
で
を
六
条
ず
つ
繰
り
下
げ

る
。第

三
十
条
の
十
二
第
一
項
中
「
区
分
」
の
下
に「（
以
下
「
病
床
の
機
能
区
分
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
第
一

号
中
「
機
能
」
の
下
に「（
以
下
「
基
準
日
病
床
機
能
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
次
項
に
お
い
て
」

を
「
以
下
」
に
改
め
、
第
五
章
第
三
節
中
同
条
を
第
三
十
条
の
十
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
十
四

都
道
府
県
は
、
構
想
区
域
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
の
知
事
が
適
当
と
認
め
る
区
域
（
第
三
十

条
の
十
六
第
一
項
に
お
い
て
「
構
想
区
域
等
」
と
い
う
。）ご
と
に
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
そ
の
他

の
医
療
関
係
者
、
医
療
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
者
」
と
い
う
。）と
の
協
議
の

場
（
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
を
除
き
、
以
下
「
協
議
の
場
」
と
い
う
。）を
設
け
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り

つ
つ
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
を
達
成
す
る
た
め
の
方
策
そ
の
他
の
地
域
医
療
構

想
の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
、
正
当

な
理
由
が
な
く
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管

理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
を
受
け
た
病
院
又
は
診
療

所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
中
「
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
」
を
「
、
正
当
な
理
由

が
な
く
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
五
項
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三

十
条
の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

六

地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
十
七
の
規
定
に

基
づ
く
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

七

地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
に
従
わ
な

か
つ
た
と
き
。

第
二
十
九
条
第
四
項
第
三
号
中
「
第
三
十
条
の
十
二
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

五

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
条

の
十
五
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

六

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
十
七
の
規
定
に
基
づ

く
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

七

特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
に
従
わ
な
か
つ

た
と
き
。

第
二
十
九
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
、「
特
定
機
能
病
院
」
を
「
特
定
機
能
病
院

等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
臨
床
研
究
中
核
病
院
の
承
認
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

臨
床
研
究
中
核
病
院
が
第
四
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
と
き
。

二

臨
床
研
究
中
核
病
院
の
開
設
者
が
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

臨
床
研
究
中
核
病
院
の
開
設
者
が
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

四

臨
床
研
究
中
核
病
院
の
管
理
者
が
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
条
の
三
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

第
三
十
条
の
三
の
二
中
「
前
条
第
二
項
第
五
号
」
の
下
に
「
又
は
第
六
号
」を
加
え
、「
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
」

を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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